
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８広第１１７号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２０年９月１４日（日） １３時１０分ごろ 

発生場所 香川県土庄町 四
し

海
かい

港１２号防波堤灯台から真方位２０３°５,８５０ｍ

付近（概位 北緯３４°２８.１′ 東経１３４°０８.３′） 

事故等調査の経過  平成２０年１２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ヨット イルカ、５トン未満（登録長９.７６ｍ） 

 ２５０－８９５６岡山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 キール折損、沈没 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、２人を同乗させ、キールの喫水約１.９

ｍで、香川県小豆島西端と小豊島の間の水路を通って機帆走により約６.０

ノットの速力で南進中、平成２０年９月１４日１３時１０分ごろ、土庄町

の 百
ひゃく

尋
ひろ

磯に乗り揚げた。 

 本船は、キールが折損して転覆し、間もなく沈没した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ２ 

海象：潮汐 下げ潮中央期 

 その他の事項  百尋磯から５０～１００ｍ付近に錨泊していた釣船の船長が事故を目撃

し、急ぎ救助した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、小豆島西端と小豊島の間の水路を南進

中、船位を確認しなかったため、百尋磯に接近して

いることに気付かなかったものと考えられる。 

 船長は、百尋磯灯浮標の北方に百尋磯が存在して

いることを知っていたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が小豆島西端と小豊島の間の水路を南進中、船位を確認

しなかったため、百尋磯に接近していることに気付かずに航行してキール

が乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 




